
「港湾法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法
施行令の一部改正について
国土交通省より、「港湾法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

連絡がありましたのでご案内致します。

本年６月９日に、港湾法の一部を改正する法律が公布され、平成２９年７月８日から施行されました。これに伴い、港湾法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について改正が行われました。

改正内容等に関しましては、下記資料をご参照ください。

港湾法の一部を改正する法律

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3317
https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3317
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2017/07/ff8e62173f56e4029b61db1fe3e9fc10.pdf

